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議事要旨  

浜松湖西豊橋道路の都市計画決定に関する 
愛 知 県 都 市 計 画 審 議 会 環 境 影 響 評 価 調 査 専 門 部 会（第１回） 

 

１ と き  令和６年３月11日（月） 午後１時３０分から午後２時45分まで 

２ ところ  愛知県本庁舎６階 正庁 

３ 内 容 

(１) 開  会 

(２) 委員紹介 

(３) あいさつ 

(４) 部会長あいさつ 

(５) 部会長職務代理者の指名 

川野委員が指名・承認された。 

(６) 議題 

①専門部会について（資料１） 

  ○説明要旨（青柳担当課長） 

     専門部会の運営方法、情報公開方法などの事務局 (案)について説明  

【質疑応答等要旨】 

質疑応答なし、事務局（案）のとおり決定した。 

 

②浜松湖西豊橋道路の概要について（資料２） 

  ○説明要旨(岩川主査） 

         浜松湖西豊橋道路の概要、計画段階評価専門部会の進め方について説明 

【質疑応答等要旨】 

質問等要旨 回答要旨 
（加藤部会長） 
資料の図面に縮尺をつけるべき。 
路線の延長及びルート帯の幅は概ね
何キロなのか。 
 
 
アクセス性の向上は重要な項目である
ため、資料や説明の構成上、浜松湖西
豊橋道路の整備による高速インターチ
ェンジへのアクセス時間の短縮につい
ては早い場面で説明するべきと考える。 
 
（岡田委員）  
採用された案１のルート帯は津波や河
川による浸水想定区域を含んでいる
が、災害時における円滑な救援等のた
めの輸送ルートとして適しているのか。
案３の国道23号拡幅ルート案も検討す
る必要があるのではないか。 
インターチェンジを浸水区域に作ってし
まうと災害時にアクセスすることができな
いので、インターチェンジの位置等は柔
軟に検討してほしい。 

（小島課長補佐) 
今後は縮尺を図面に記載する。 
本路線全体延長は約26㎞であり、愛
知県内は約13㎞である。ルート帯の
幅は約１㎞となっている。 
 
ご指摘を踏まえ、今後の資料作成や
説明で反映していく。 
 
 
 
 
 
本県で実施する都市計画及び環境
影響評価は、国の計画段階評価で
の決定結果を受けて進めていくことか
ら、案１のルート帯で考えていく。 
国の計画段階評価においては、橋梁
構造で浸水想定区域を通過すること
で大規模災害の影響を受けにくい結
果となっている。今後ルート帯の中の
どこを通るのかや構造形式を決定し
ていく過程で適切な対策を検討して
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（梶田委員）  
浜松湖西豊橋道路の防災面での整備
効果は重要である。 
意見であるが、案１は他の案に比べ延
長が短く、時間短縮効果が高いこと、
防災拠点のアクセス性の向上の優位性
が大きいことなどから、案１を基本として
計画を進めていくべき。 
 
（北田委員）  
案１は市街地の区域に最も近い案とな
るが、当該市街地はその南側の地形よ
り一段高くなっている。 
意見であるが、ルートの位置によって
は、また高架構造となった場合には、市
街地と道路本線との位置関係から騒音
や大気質等の影響が大きく出る可能性
があるので、今後の検討では、その点を
考慮して進めていくべき。 

いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③浜松湖西豊橋道路の環境影響評価について（資料３） 

○説明要旨（小島課長補佐） 

環境影響評価の手続の流れについて説明 

【質疑応答等要旨】  

質疑応答なし 

 

④都市計画の案を作成するための基本方針について（資料４）  

○説明要旨（小島課長補佐） 

基本方針及び都市計画を定めようとする目的について説明  

【質疑応答等要旨】  

質問等要旨 回答要旨 
（岡田委員） 
資料４の東三河都市計画区域マスター
プランの将来都市構造図に追記されて
いる浜松湖西豊橋道路の表記の仕方
について、計画段階評価で決定したル
ート帯を示した方が良いのではないか。 

（小島課長補佐) 
今後作成していく資料については、
決定したルート帯の表示をしていく。 
 
※資料４の東三河都市計画区域マス
タープランの将来都市構造図におい
ても、計画段階評価で決定したルート
帯と同様の表記が適当であったこと
から会議後、専門部会委員の了解を
得た上で当該資料を修正した。 
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（部会資料） 

・資料１ 

愛知県都市計画審議会環境影響評価調査専門部会要綱  

・資料２ 

浜松湖西豊橋道路の概要について 

・資料３ 

     浜松湖西豊橋道路の環境影響評価について 

・資料４ 

都市計画の案を作成するための基本方針について  
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（出席者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  委   員 

部会長 加藤 博和  都市計画 （交通 ） 

委 員 梶田 悦子  環 境 ・ 衛 生 

委 員 川野 紀江  建 築 （ 景 観 ） 

委 員 北田 敏廣  大 気 質 

委 員 佐々木 和治  動 物 （ 鳥 類 ） 

委 員 長谷川 道明  動 物 

委員(web参加) 岡田 恭明  騒 音 ･ 振 動 

委員(web参加) 道林 克禎  地形及び地質（地下水） 

委員(web参加) 吉田 奈央子  土 木 （ 環 境 ） 

※芹沢委員は欠席。 

  県 

都市基盤部  部長 加藤俊彦 

都市計画課  課長 伊藤慎悟 

〃 担当課長 青柳克彦 

〃 課長補佐 小島 健 

〃 主査 岩川慎悟 


